
 

 

 

            
 

 
 
   

業務改善助成金の活用により、従業員の賃金を引き上げた 

事業場を紹介します 
 
 全国の道府県労働局では、最低賃金引き上げに向けた環境整備の一環として、事業主が事業場内で

最も低い従業員の賃金を引き上げた場合（時間給又は時間換算額で４０円以上）、労働能率増進のため

の設備投資等への助成を行っています。 
 平成２７年度は全国４２の道府県で助成が行われました。岐阜労働局では１件の助成を行いましたの

で、その活用事例を添付資料のとおりご紹介します。 
 
 
平成２８年度 業務改善助成金は下記のとおりです。 
【支給要件】 
○事業場内で最も低い時間給（８００円未満）を６０円以上引き上げる計画を作成し、これを実施します。 
○労働能率増進のための設備投資等について、業務改善計画を作成し、これを実施します。 
【支給額】  
○業務改善の経費の２分の１（企業規模３０人以下の小規模事業者は４分の３）。 
○助成上限額は１００万円。 
 
＊平成２７年度は４０円以上の引き上げが必要でしたが、平成２８年度は６０円以上の引き上げが必要と

なりました。 
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業種 事業場名 所在地 活用案内

家具製造業 株式会社キタニ 高山市

　木材加工場から離れた場所（屋外）に塗装場があり、塗装時には
加工物を塗装場まで運搬していたため、作業効率が悪かったこと
から、同一フロアーで塗装も出来るよう大幅なレイアウト変更を
行った(木工加工場の近くに塗装場を新設)。
　木工加工場と塗装場が隣接することにより、加工物の運搬距離
が激減し、運搬負担が軽減されたため、付加価値のある作業に人
員を配置することが出来るようになった。
　その他、塗装場が明るくなったため、やり直し等が無くなり、ま
た、塗装ブースも乾式ダクトから水式ダクトにしたことから、労働安
全衛生法に定める作業環境測定の結果でも「第１管理区分」の評
価となった。
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